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平成  261f6月 26臼

動物医薬品検査所後  

消費・安全局長

「薬事法関係警務務の取扱いについてj の一部改正について

このことについて、別添  1及び別添  2のとおり、各都i道府県知事、公益社

閲法人日本動物用阪薬品協会理事長、一般社団法人全留動物薬品器材協会腹

悪事長及び一般社防法人日本題像医療システム工業会長宛てに通知したのでお

知らせする。
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北海道知泰殺

「薬察法関係事務の取扱いについてJの一部改正について

動物別医療機器のうちエックス線装僚の製造員長売74史認にさきたっては、 f薬事法

関係事務の取扱いについてJ (平成 12年 3月3113付け  12畜 A第729与を農林水産省

資産局長透知)の1.llJ紙 7に究会める f動物専用日夜綴潟ヱックス線装震基準J (以下 

fエックス線装皇室基準j という o ) Iこ議づき、薬事法〈昭和何年法律第  145符)

努~83~後第 l 項の波文なにより読み替えて適用される第 14$ゑ第 1 項又は第 9 演の承認

を行うこととしているところです。

今般、獣 i援燦法施行規員IJの…普~を改正する省令{平成 26年幾林水産省令第 39母。

以下  f一線改正省令j という。)により、獣医療法施行規則(平成  4年燦林水産

省令第44号}第  8条のエックス総裁畿の紡護措置に係規定が改正され、  CTエッ

クス線装置については、エックス線照射野を絞る毅践を鍛えなければなちないと

する規制の対象から除外されたところです。

これに伴い、エックス線装置基準の恥昔日そ別紙のとおり改正し、一部数荻省令

の純行日と向日から滋浴することとしたので通知します。なお、改正の内容は下

記のとおりです。

つきましては、このことについて、素管線下の動物用原療機器の製造販売業務

に周知をお願いします。

なお、別添のとおり e 公益社団法人日本動物潟医薬品協会理事長、…般社Nl法

人全国動物薬品機材協会返事長及び一般社団法人日本主要像医療システム工業会長

宛てに通知したことを申し添えます。

獣医療法施行規則第  8条の改正を受け、エックス線装盤悲惨の撮影用エックス

線装援に係る規定中、エックス線照射野俊絞る装置を綴えなければならないとす

る綴苦労の対象からはこEックス線装護霊安除外す、ることとする。

昔日



(別紙)

c薬事法関部事務の車扱いについて(平成12年� 3丹31日付け12議A第729号農林水産省畜産蕗長通知}新IB対燕表

改廷後 	 E霊 行

百IJ紙� 7 (策3の5の(3)関係) 関係)(3)の6の3(綴7紙11百� 

動物毒事用医療用エックス権謀議議官費選時E 

1-3 賂)� 

4 計官接e..mヱックスま豪華長官愛

{工}緩露~mヱッタス違議後畿は、 2 に規定するものの;まか.次に掲げる罪事後数止の方法iE

?ニEッタス喜章装緩にあつでは、アに潟げるもの栓徐〈。〉苦言葉じたものでなければt，t.ちな

いe

を超えないようにヱックiiii用するこ乙ッタスま襲撃争終点受像器閉経臓において、受像j事� ヲグ

ス線照射野を絞るを主義愛栓備えるとと。ただし、次lこ掬ける場合にあっては受像闘を越

えるエックス線照射野骨静電草するものとし、口内法撮影用エックス線遺産官撃にあコては

照射舗の端におけるこにックス線照射聖子のR家主査がι4センチメートル以下になるように

するものとするとと合

会~③〈絡〉

イ 〈重喜}� 

(2) (襲事} 

5 臨書}

動物移1Il~綴朋エックス線装在費線機 

1-3 国高〉� 

4 議員話線こえックス線装霊童� 

(1)主義援悲綴ヱッタス善意装護費;立、	 立に主提案するもののほか‘次に掲げる罪事察綴i上の方法を

議じたものでなければならない。� 

7 l当時3するエックス絞殺終点、受像~間距離において、受像阪を超えないようにご立ツク

ス線照射聖子を絞る装鐙を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像関桂縦

えるこにックス線照射!I!fを許絡するものとし、口内法f議長革関エックス線装鐙にあっては

照射衡の織におけるエックス毒事照射塁?の直径がιOi:シチメートル以 Fにはるようiこ

するものとするととe

会~号長 {襲喜}

イ {詩護) 

(2) (詩書) 

5 (賊)
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幾林水産省消費・安全局  

fg薬事法関係事務の取扱いについてj の一部改正について

動物成義援療機器のうちヱックス線委員畿の製造絞売承認に当たっては、 「薬事法

係者善務の詩文扱いについてJ (平成は年 3汚 31 B付け  12tl'f第72吉野談林水産省

畜護送路主義滋知)の別紙 7に定める「動物毒事用医療用エックス線装援基準J (以下 

fエックス線装霞基準j という。)に議づき、薬事法(昭和  35生存法律第 145{す)

第 83条第  1項の規定により読み替えて遡胤ぢれる第  14条第 l項又は第  9J民の象認

を行うこととしているところです。

今般、獣医療法施行規則の一部俊改正する省令(平成お年幾林水政後令第39号。

以下 f一部改正省令 j という。〉により、獄 i家療法施行規則{平成 4 年幾多~水産

省令第 44~ま}第 8 条のエックス線袋鐙の妨綾撚畿に係る規定が改 iとされよ CTエッ

クス議議議警護については、ヱックス線照射撃?を絞る装置を備えなければならないと

する規制の対象から除外されたところでず。

これに惨い、エックス線装置悲惨の一部変J3IJ紙のとおり改正し、一部改正省令

の施行問と問問から適用することとしたので通知します。なお、改肢の内縁は下

記のとおりです。

つきましでは、このことについて、裁会会員への照知をお願いします。

記

獣i災療法施行規約第 s条の改正を受け、ごζックス線装置基準の様彩子詰エックス

線装警撃に係去認定中、エックス線照射聖子安絞る装置を備えなければならないとす

る規制の対象から CTエックス線装置校総外することとする。


